
東みよし町 事務事業評価シート 評価年度 令和５年度 事業年度 令和４年度

１　事務事業の概要

事務事業名 地域公共交通計画事業 整理番号 1302-025

事業継続年数 事業開始年度 令和3年度

分野別施策 ３　道路・交通網の整備 所 属 長 谷藤 哲也

主な施策 ５　公共交通のあり方の検討 電話番号 82-6302

第２次
総合計画体系

政策目標 ５　快適で便利なまち 担当部署 企画課

根拠法令等 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

事業実施方法区分

事務事業の内容
どのような方法・手段で
事務事業を行ったか

　令和4年5月に東みよし町地域公共交通計画が成案となった。今後は本計画に実施する事業として定め
た「乗合タクシーの導入・路線バスの増強・スクールバス混乗化の検討・公共交通環境整備・わかりやすい
公共交通情報の提供」を進めていく。
　乗合タクシーは令和5年8月に実証運行を開始し、路線バスの増強は三好市営バス・四国交通（株）との
調整をした後の令和7年度から実証運行を開始する。わかりやすい公共交通情報の提供は、令和4年3月
にGTFS-JPデータを整備し、経路検索エンジンで町営バスも経路として表示できるようにした。スクールバ
ス混乗化は、山間部の住民の要望や小中学校との調整の後に実現可能か検討する。公共交通環境整備
は順次進めている。
　なお、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法定協議会である東みよし町地域公共交
通活性化協議会は、地域公共交通計画の進捗状況の評価・検証、地域内フィーダー系統確保維持費国
庫補助金の協議などのため継続していく。

事務事業の成果
結果・実績はどうか

　東みよし町地域公共交通計画を策定した結果、乗合タクシーの導入や路線バスの見直しといった事業を
始めることができた。また、町営バスや四国交通（株）三加茂線の欠損補助を、従来の県補助金から補助
額が多い国庫補助金に切り替えることができた。
　地域公共交通の活性化及び再生に関する法律は令和5年4月にも改正され、地域公共交通再構築事業
など新しい事業も始まった。地域公共交通の活性化及び再生のための地域における主体的な取組が今
後ますます自治体に求められるため、東みよし町地域公共交通計画を順次改訂しながら地域の旅客運送
サービスの提供の確保に努める。

特記事項
・乗合タクシーの導入により、町内の交通空白地域をなくすことができた。
・町営バスと三好市営バスの路線重複や乗降制限の解消に向けた検討を始めた。

２　事務事業の目的・内容・成果

事務事業の対象
具体的に誰(なに)を

　持続可能な運送サービスの提供の確保に取り組むため、「東みよ
し町地域公共交通計画」（マスタープラン）を策定した。地域の多様な
輸送資源をフル活用した上で、地域の移動ニーズにきめ細やかに対
応する。

対 象 者 公共交通の利用者

事務事業の目的
どのような状態にしたいのか

　本町では、鉄道・バス・タクシーなど、複数の交通サービスが存在しているが、交通事業者が独自に路
線・運賃・ダイヤ等を定めているため、サービス内容が最適化されていない。そこで、交通資源や人的資源
を整理し、効率的なネットワークを形成することをめざし、地域公共交通計画を策定した。

  うち繰越分↓

122,000
  うち繰越分↓

0 989,687 0

３　事業費の推移と評価対象年度経費

令和３年度 令和４年度（評価対象年度） 令和５年度（見込）

事業費【(a)～(e)の合計】 3,216,887
  うち繰越分↓

989,687
  うち繰越分↓   うち繰越分↓

財
源
内
訳

 国庫支出金(a)
  うち繰越分↓

 県支出金(b)
  うち繰越分↓

 地方債(c)
  うち繰越分↓   うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
 その他(d)

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
うち受益者負担

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓
122,000

  うち繰越分↓

989,687 一般財源(e) 3,216,887
  うち繰越分↓

989,687

項 1 総務管理費 目 11 地域バス交通事業費

特定財源の名称・金額

令和４年度
経費の内訳

事務事業に係る経費の詳細

予算科目（歳出区分) 会計 1 一般会計 款 2 総務費

計画策定業務委託料 949,300円（東みよし町地域公共交通計画）　負担金、補助及び交付金 40,387
円（東みよし町地域公共交通活性化協議会への補助）

備　 考

町直営 全部委託 一部委託 補助金等指定管理

5年以内 6年～10年 11年～20年 21年以上


